








議員提出議案第１５号  

 

健康保険証を廃止し、マイナンバーカードへ一体化する方針を撤回 

するよう求める意見書の提出について 

 

 地方自治法第９９条の規定により、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、

デジタル大臣、衆議院議長及び参議院議長に対し別紙のとおり意見書を提出す

る。 

  令和４年１２月２２日提出 

 

松戸市議会議員 嶋 村 新 一 

   同    ミール 計 恵 

   同    山 口 正 子 

   同    宇津野 史 行 

 

 



   健康保険証を廃止し、マイナンバーカードへ一体化する方針を撤回    
   するよう求める意見書  
 
 岸田文雄政権は、現行の健康保険証を２０２４年度の秋に廃止し、マイナン

バーカードへ一体化する方針を表明した。「行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律」で、マイナンバーカードの取得は任

意とされているが、健康保険証を廃止し、マイナンバーカードに統合すること

は、国民皆保険制度の下では、マイナンバーカードの取得を事実上強制するこ

とになる。個人情報の流出や政府による人物像のプロファイリング（分析）の

懸念、わざわざ取得する必要がないなどの理由で、いまだにマイナンバーカー

ドの交付率は、国民の約半数となっている。それにもかかわらず、期日を決め

て強引に実施することになれば、政府に対する不信や不安が増大し、既にマイ

ナンバーカードを取得した国民を含めて、とても理解を得ることができない。 
 さらに運転免許証との一体化も計画されているとの報道もあるが、マイナン

バーカードを紛失した場合は、再発行までに一定の時間がかかり、その間は、

受診や運転ができない事態になりかねず、国民の不安は簡単には解消されない。  
 医療機関でも、人手や費用の負担が増大することになる。これは新型コロナ

ウイルス感染症等への対応で多忙を極める医療現場の実態を無視した計画とな

っている。  
 よって、本市議会は国に対し、健康保険証を廃止し、マイナンバーカードへ

一体化する方針を撤回するよう強く求めるものである。  
 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
  

千葉県松戸市議会  
 
 
 
 
 



議員提出議案第１６号  

 

「旧統一教会」の解散命令を裁判所へ速やかに請求するよう求める 

意見書の提出について 

 

 地方自治法第９９条の規定により、内閣総理大臣、法務大臣、文部科学大臣、

衆議院議長及び参議院議長に対し別紙のとおり意見書を提出する。 

  令和４年１２月２２日提出 

 

松戸市議会議員 ミール 計 恵 

   同    関 根 ジロー 

   同    宇津野 史 行 

   同    二階堂   剛 

 

 



   「旧統一教会」の解散命令を裁判所へ速やかに請求するよう求める 

   意見書 

 

 今、政治の大問題になっている世界平和統一家庭連合（旧統一教会）は、韓

国に教団本部を置き、正体を隠した伝道活動、不安・恐怖をあおっての霊感商

法や高額献金、当事者の意思を無視した集団結婚を行う、反社会的カルト集団

である。「旧統一教会」による被害救済に取り組む「全国霊感商法対策弁護士

連絡会」（全国弁連）によれば、集計を始めた１９８７年から２０２１年まで

に寄せられた霊感商法や高額献金による被害総額は１，２３７億円とされ、失

踪・破産・自殺・家庭崩壊などが後を絶たない状況である。  

 これほどまでに、被害が深刻化した原因は「旧統一教会」が多くの政治家と

接触し、取り入りながら「広告塔」として最大限に利用していたためであるこ

とが、被害者や関係者からの証言で明らかになっている。 

 「全国弁連」は、反社会的行為を続ける「旧統一教会」に、宗教法人として

の税制上の優遇を与え続けることは許されないとして、文部科学大臣や法務大

臣、検事総長に対し解散命令の請求を求めているが、「質問権」の行使や「信

教の自由」との関係などを理由に進展していないのが現状である。 

 岸田文雄首相は２０２２年１０月１９日の参議院予算委員会で、「旧統一教

会」の解散命令の請求は「刑法等の違反が基準」としていた判断を「民法の不

法行為も該当」と解釈を変えたものの、「質問権」の行使によって「解散命令

の請求の判断が先延ばしされかねない」と懸念されている。 

 また「旧統一教会」の組織的な不法行為は法廷でも裁かれており、形式的な

「質問権」の行使ではなく、直ちに解散命令の請求を行うことが求められてい

る。毎日新聞の世論調査でも、政府が解散命令を請求すべきかとの問いに対し、

「請求すべきだ」が８２％となっている。「信教の自由」との関係でも、「解

散命令」が出されたとしても、宗教法人格がなくなるだけであり、宗教団体や

信者の信仰が規制されるものではない。  

 よって、本市議会は国に対し、「旧統一教会」の解散命令を裁判所へ速やか

に請求するよう強く求めるものである。  

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

千葉県松戸市議会 



議員提出議案第１７号  

 

防衛費を増大するよりも社会保障を充実するよう求める意見書の 

提出について 

 

 地方自治法第９９条の規定により、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、

防衛大臣、衆議院議長及び参議院議長に対し別紙のとおり意見書を提出する。 

  令和４年１２月２２日提出 

 

松戸市議会議員 ミール 計 恵 

   同    関 根 ジロー 

   同    宇津野 史 行 

   同    二階堂   剛 

 

 



防衛費を増大するよりも社会保障を充実するよう求める意見書 

 

 防衛省の２０２３年度予算の概算要求は、過去最大の５兆５，９４７億円を

計上したことに加え、金額を示さない多数の「事項要求」を盛り込み、最終的

には６兆円台の半ばに達するとも見込まれている。 

 岸田文雄政権では、ロシアによるウクライナ侵略や台湾問題、北朝鮮のミサ

イル発射などに乗じて、今後５年間で防衛費を約２倍に増大させ、国内総生産

（ＧＤＰ）比２％（約１１兆円）を目指すとしている。 

 ２０２２年の年末に改定が予定されている「国家安全保障戦略」、「防衛計

画の大綱」、「中期防衛力整備計画」の安保関連３文書の検討作業の中で、必

要性を検討している「敵基地攻撃能力」の保有に向けて、政府は長距離巡航ミ

サイル「トマホーク」の購入を、米国政府へ打診している。 

 このような中、日本では円安の影響などで、物価の高騰は深刻な事態となっ

ている。２０２２年も年金支給額の減額改定や、１０月からの一定以上の収入

のある７５歳以上の高齢者の医療費自己負担の２倍化などで、生活不安が高ま

っている。また政府内では消費税の引上げに言及する状況も出てきており、看

過できない事態となっている。 

 国民の暮らしを守るためには、莫大な財源を必要とする軍備拡大に国民の税

金を投入するのではなく、削減された医療・福祉などを元に戻すべきである。 

 国際紛争は軍事力ではなく、憲法第９条や国連憲章に基づいて、徹底した対

話による外交努力によって解決することが必要である。 

 よって、本市議会は国に対し、防衛費を増大するよりも社会保障を充実する

よう強く求めるものである。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

  
千葉県松戸市議会  

 



議員提出議案第１８号  

 

介護サービス利用控えと重度化を招く、介護保険制度改定の見直し

に反対する意見書の提出について 

 

 地方自治法第９９条の規定により、内閣総理大臣、厚生労働大臣、衆議院議

長及び参議院議長に対し別紙のとおり意見書を提出する。 

  令和４年１２月２２日提出 

 

松戸市議会議員 ミール 計 恵 

   同    関 根 ジロー 

   同    宇津野 史 行 

   同    二階堂   剛 

 

 



介護サービス利用控えと重度化を招く、介護保険制度改定の見直し

に反対する意見書 

 

厚生労働省は、２０２４年度介護保険制度改定に向け議論している社会保障

審議会の介護保険部会で、２０２２年１０月３１日見直しの論点を正式に提示

した。論点は７項目で、①介護サービス利用料２～３割負担の対象拡大、②要

介護１・２の訪問介護などの保険給付外し、③ケアプランの有料化、④介護老

人保健施設などの相部屋（多床室）の有料化、⑤保険料の納付年齢の引き下げ

と利用年齢の引き上げ、⑥補足給付の資産要件に不動産を追加、⑦「高所得者」

の保険料引き上げ、となっている。 

 利用者・家族や事業者団体の強い反対の声を押し切った内容に対して、委員

からは「利用控えが生じる」「重度化を招く」などの反対意見が続出した。 

 論点には、財務省や財界が繰り返し求めている負担増・給付減の項目がずら

りと並んだ。これらは過去の制度改定の議論で反対の声が強く、提案と見送り

が繰り返されてきた経緯がある。次期改定をめぐっても、厚生労働省が９月に

検討課題として列挙した当初から反対や懸念の声が噴出していた。 

 介護事業所や専門職員などでつくる介護関係８団体は、１０月２１日に連名

で要介護１・２の訪問介護などを保険給付から外せば利用者の自立を阻害して

重症化を招くとともに、家族介護の負担を増やし介護離職にも繋がるとする改

悪反対の要望書を厚生労働省に提出した。２８日にはケアマネジャーの職能団

体・日本介護支援専門員協会や生協、農協関連の団体など１０団体が連名で、

ケアプラン有料化に反対する要望書を提出した。 

 同日の部会では、これらの団体の委員が改めて反対を表明した。加えて「誰

がどの程度の負担に耐えられるのか根拠が示されていない」（認知症の人と家

族の会）、「負担増から利用控えが起こり状態悪化を招かないか懸念される」

（民間介護事業推進委員会）と言った批判や懸念があがっている。 

 よって、本市議会は国に対し、介護サービス利用控えと重度化を招く、介護

保険制度改定の見直しに反対するよう強く求めるものである。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

千葉県松戸市議会 



議員提出議案第１９号  

 

   選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論を求める意見書の 

   提出について 

 

 地方自治法第９９条の規定により、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、衆

議院議長及び参議院議長に対し別紙のとおり意見書を提出する。 

  令和４年１２月２２日提出 

 

松戸市議会議員 ミール 計 恵 

   同    関 根 ジロー 

   同    宇津野 史 行 

   同    二階堂   剛 

 

 



   選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論を求める意見書 

 

 現行の民法では、婚姻時に夫婦のいずれか一方が姓を改めることと規定して

おり、社会的な信用と実績を築いた人が望まない改姓を余儀なくされることで、

自己同一性を喪失し苦痛を感じる、姓を維持するために法的な保障の少ない事

実婚を選択せざるを得ないなどの問題が生じている。 

 そのような中、平成２７年１２月には「夫婦同姓での婚姻届けを義務付けて

いる民法第７５０条の規定は憲法違反である」として国に対し国家賠償を求め

た訴訟に対する最高裁判所大法廷判決が出た。結論は合憲であるが、１５人の

裁判官のうち５人の裁判官から「夫婦同姓は憲法２４条に反する」という反対

意見が出された。その意見を紹介すると「９６％もの多数が夫の氏を称するこ

とは、女性の社会的経済的な立場の弱さ、家庭生活における立場の弱さ、種々

の事実上の圧力など様々な要因のもたらすところであるといえるのであって、

夫の氏を称することが妻の意思に基づくものであるとしても、その意思決定の

過程に現実の不平等と力関係が作用しているのである。そうすると、その点の

配慮をしないまま夫婦同氏に例外を設けないことは、多くの場合妻となった者

のみが個人の尊厳の基礎である個人識別機能を損ねられ、また自己喪失感とい

った負担を負うこととなり、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した制度と

はいえない」と、この問題の本質を端的に示している。 

 政府は旧姓の通称使用の拡大の取組みを進めているが、一部の国家資格や免

許等では旧姓の使用が認められていないなど、通称の許容の可否は相手方の判

断によるしかなく、氏を改めたものにとっていちいち相手方の対応を確認する

必要があり個人の呼称の制度として大きな欠陥がある。またダブルネームを使

い分ける負担、本人や企業等の経済的なコスト、個人識別の誤りのリスクやコ

ストを増大させる等の問題も指摘されている。 

 さらに一人っ子同士の結婚や子連れ再婚、高齢での結婚などを検討する人に

とっては、特に改姓への抵抗感が強く、中には結婚をあきらめてしまう人もい

るため、ますます非婚や少子化につながる要因と言われている。 

 国際連合の女子差別撤廃委員会は、日本政府に対し女性が婚姻前の姓を保持

する選択を可能にするよう再三にわたり民法の改正を勧告している。平成８年

２月には国の法制審議会が選択的夫婦別姓制度の導入を前提とした答申を出し

ている。また平成２７年１２月の最高裁判所判決に続き、令和３年６月の最高



裁判所決定においても、夫婦同姓規定が合憲とされる一方、夫婦の氏に関する

制度の在り方については、国会で論ぜられ、判断されるべきとされたところだ

が、依然として国会での議論は進んでいない状況である。 

 よって、本市議会は国に対し、選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた積極的

な議論を行うよう強く求めるものである。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

千葉県松戸市議会 



帯状疱疹ワクチンへの助成並びに定期接種化を求める意見書 

    

 帯状疱疹は、過去に水痘に罹患した者が、加齢や過労、ストレスなどによる

免疫力の低下により、体内に潜伏する帯状疱疹ウイルスが再燃し発症するもの

である。 

 日本人では、５０歳代から発症率が高くなり、８０歳までに３人に１人が発

症するといわれており、治療が長引くケースや後遺症として痛みなどの症状が

残るケースもある。 

 この帯状疱疹の発症予防のために、ワクチンが有効とされているが、費用が

高額になることから接種を諦める高齢者も少なくない。 

 帯状疱疹による神経の損傷によって、その後も痛みが続く「帯状疱疹後神経

痛」と呼ばれる合併症に加え、角膜炎、顔面神経麻痺、難聴などを引き起こし、

目や耳に障害が残ることもあるともいわれている。 

 よって、本市議会は国に対し、一定の年齢以上の国民に対するワクチンの有

効性等を早急に確認し、帯状疱疹ワクチンの助成制度の創設や予防接種法に基

づく定期接種化を強く求めるものである。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 令和４年１２月２３日 

千葉県松戸市議会 



議員提出議案第２０号  

 

   帯状疱疹ワクチンへの助成並びに定期接種化を求める意見書の 

   提出について 

 

 地方自治法第９９条の規定により、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、

衆議院議長及び参議院議長に対し別紙のとおり意見書を提出する。 

  令和４年１２月２２日提出 

 

松戸市議会議員 鴈 野   聡 

   同    中 村 典 子 

   同    大 橋   博 

   同    宇津野 史 行 

   同    二階堂   剛 

   同    織 原 正 幸 

   同    末 松 裕 人 

 

    

 

 



帯状疱疹ワクチンへの助成並びに定期接種化を求める意見書 

    

 帯状疱疹は、過去に水痘に罹患した者が、加齢や過労、ストレスなどによる

免疫力の低下により、体内に潜伏する帯状疱疹ウイルスが再燃し発症するもの

である。 

 日本人では、５０歳代から発症率が高くなり、８０歳までに３人に１人が発

症するといわれており、治療が長引くケースや後遺症として痛みなどの症状が

残るケースもある。 

 この帯状疱疹の発症予防のために、ワクチンが有効とされているが、費用が

高額になることから接種を諦める高齢者も少なくない。 

 帯状疱疹による神経の損傷によって、その後も痛みが続く「帯状疱疹後神経

痛」と呼ばれる合併症に加え、角膜炎、顔面神経麻痺、難聴などを引き起こし、

目や耳に障害が残ることもあるともいわれている。 

 よって、本市議会は国に対し、一定の年齢以上の国民に対するワクチンの有

効性等を早急に確認し、帯状疱疹ワクチンの助成制度の創設や予防接種法に基

づく定期接種化を強く求めるものである。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

千葉県松戸市議会 



議員提出議案第２１号  

 

   知的障がい者・知的障がい行政の国の対応拡充を求める意見書の 

   提出について 

 

 地方自治法第９９条の規定により、内閣総理大臣、厚生労働大臣、衆議院議

長及び参議院議長に対し別紙のとおり意見書を提出する。 

  令和４年１２月２２日提出 

 

松戸市議会議員 鴈 野   聡 

   同    中 村 典 子 

   同    大 橋   博 

   同    宇津野 史 行 

   同    二階堂   剛 

   同    織 原 正 幸 

   同    末 松 裕 人 

 

    

 

 



   知的障がい者・知的障がい行政の国の対応拡充を求める意見書 

 

 身体障がい者は「身体障害者福祉法」で定義され、精神障がい者は「精神保

健及び精神障害者福祉に関する法律」で定義されている。ところが知的障がい

者に関しては「知的障害者福祉法」で知的障がい者に対する福祉サービスは規

定されているものの、知的障がい、あるいは知的障がい者の定義は規定されて

いない。 

 また身体障がい者、精神障がい者、知的障がい者の手帳制度について、身体

障がい者と精神障がい者の手帳は、法律に基づき交付・運営されているが、知

的障がい者の療育手帳の制度は、厚生事務次官通知に基づき各都道府県知事等

の判断により実施要項を定め、交付・運営されている。 

 知的障がいについては自治体により障がいの程度区分に差があり、また各判

定機関におけるボーダーラインにも差が生じている。自閉症の方への手帳交付

は、都道府県によって対応が異なっている。 

 実際に「精神障害者保健福祉手帳」を交付するところ、「療育手帳」を交付

するところ、その両方を交付するところ等、様々な自治体がある。 

 よって、本市議会は国に対し、国際的な知的障がいの定義や、自治体の負担

等も踏まえた判定方法や基準の在り方の検討を踏まえ、知的障がい行政・手帳

制度を、どの自治体でも十分なサービスが受けられるよう、国の法律による全

国共通の施策として展開することを強く求めるものである。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

千葉県松戸市議会 



議員提出議案第２２号 

 

   飲酒運転根絶に関する決議について 

 

松戸市議会会議規則第１４条の規定により、別紙のとおり決議する。 

  令和４年１２月２２日提出 

                

松戸市議会議員 鴈 野   聡 

   同    中 村 典 子 

   同    原   裕 二 

   同    大 橋   博 

   同    宇津野 史 行 

   同    二階堂   剛 

   同    織 原 正 幸 

   同    末 松 裕 人 

 



飲酒運転根絶に関する決議 

 

令和３年６月、千葉県八街市において、学校から下校途中の小学生の列に酒

気を帯びた運転者が運転するトラックが突っ込み、児童２人のかけがえのない

尊い命が奪われ、３人が重篤となる痛ましい事故が起きた。 

また、令和４年３月には、本市高塚新田においても飲酒運転の軽自動車が自

転車に乗っていた女性と衝突し、死亡させる事故が発生している。 

このように、飲酒運転が社会的な問題となり、その危険性や違法性が再三に

わたって指摘されているにもかかわらず、飲酒運転による交通事故が依然とし

て後を絶たない現状がある。 

飲酒運転は、交通死亡事故に直結し、尊い命が奪われかねない、極めて悪質 

・危険な行為であり、決して許されるものではない。 

飲酒運転の根絶を図るためには、市民一人ひとりが飲酒運転の違法性、事故

発生の危険性、事故による責任の重大性などを再認識し、家庭、職場、そして

地域社会全体が一体となって、飲酒運転の根絶に向け行動することが重要であ

る。 

よって、本市議会は、市民の安全で安心な暮らしを守る立場から、改めて交

通安全意識の徹底を図るとともに、市をはじめ関係機関・団体との連携を強化

し、飲酒運転の根絶に向け努めていくことを、ここに決議する。 

 

千葉県松戸市議会 

 



                        議員提出議案第２３号 

 

   松戸市議会の個人情報の保護に関する条例の制定について 

 

松戸市議会の個人情報の保護に関する条例を別紙のように定める。 

  令和４年１２月２２日提出 

 

松戸市議会議員 湯 浅   文 

同    鴫 原   舞 

同    鴈 野   聡 

   同    中 村 典 子 

同    山 中 啓 之 

同    大 橋   博 

   同    織 原 正 幸 

同    末 松 裕 人 

 

 

提  案  理  由 

 

個人情報の保護に関する法律の一部が議会に適用されないことにより、自律

的な対応のもと個人情報を適切に取扱うため。 
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   松戸市議会の個人情報の保護に関する条例 

 

目次 

 第１章 総則（第１条―第３条） 

 第２章 個人情報等の取扱い（第４条―第１６条） 

 第３章 個人情報ファイル（第１７条） 

 第４章 開示、訂正及び利用停止 

  第１節 開示（第１８条―第３０条） 

  第２節 訂正（第３１条―第３７条） 

  第３節 利用停止（第３８条―第４３条） 

  第４節 審査請求（第４４条―第４６条） 

 第５章 雑則（第４７条―第５２条） 

 第６章 罰則（第５３条―第５７条） 

 附則 

 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、松戸市議会（以下「議会」という。）における個人情報の適正な取扱いに関し必要

な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明

らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護すること

を目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれか

に該当するものをいう。 

 ⑴ 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは電磁的記録（電磁的方式

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第２

号において同じ。）で作られる記録をいう。以下同じ。）に記載され、若しくは記録され、又は音声、

動作その他の方法を用いて表された一切の事項（個人識別符号を除く。）をいう。以下同じ。）によ

り特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定

の個人を識別することができることとなるものを含む。） 

 ⑵ 個人識別符号が含まれるもの 

２ この条例において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の

符号のうち、議長が定めるものをいう。 

 ⑴ 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他

の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの 

 ⑵ 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人

に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記

号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるよ

うに割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又

は発行を受ける者を識別することができるもの 
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３ この条例において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯

罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取

扱いに特に配慮を要するものとして議長が定める記述等が含まれる個人情報をいう。 

４ この条例において「保有個人情報」とは、議会の事務局の職員（以下この章から第３章まで及び第６

章において「職員」という。）が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用

するものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、松戸市情報公開条例（平成１３年松戸市条

例第３０号。以下「情報公開条例」という。）第２条第２項に規定する公文書（以下「公文書」という。）

に記録されているものに限る。 

５ この条例において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げ

るものをいう。 

 ⑴ 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができ

るように体系的に構成したもの 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等に

より特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

６ この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。 

７ この条例において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定め

る措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工

して得られる個人に関する情報をいう。 

 ⑴ 第１項第１号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること（当該一

部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含

む。）。 

 ⑵ 第１項第２号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること

（当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えるこ

とを含む。）。 

８ この条例において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定め

る措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する

情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。 

 ⑴ 第１項第１号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること（当該一

部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含

む。）。 

 ⑵ 第１項第２号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること

（当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えるこ

とを含む。）。 

９ この条例において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工

情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。 

１０ この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号利用法」という。）第２条第８項に規定する

特定個人情報をいう。 

１１ この条例において「保有特定個人情報」とは、職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報で

あって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録
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されているものに限る。 

１２ この条例において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第

２条第１項に規定する独立行政法人及び個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下

「法」という。）別表第１に掲げる法人をいう。 

１３ この条例において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）

第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。 

 （議会の責務） 

第３条 議会は、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。 

   第２章 個人情報等の取扱い 

 （個人情報の保有の制限等） 

第４条 議会は、個人情報を保有するに当たっては、法令（条例を含む。第１２条第２項第２号及び第３

号並びに第４章において同じ。）の規定によりその権限に属する事務を遂行するため必要な場合に限り、

かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。 

２ 議会は、前項の規定により特定された利用の目的（以下「利用目的」という。）の達成に必要な範囲

を超えて、個人情報を保有してはならない。 

３ 議会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認めら

れる範囲を超えて行ってはならない。 

 （利用目的の明示） 

第５条 議会は、本人から直接書面（電磁的記録を含む。）に記録された当該本人の個人情報を取得する

ときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。 

 ⑴ 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。 

 ⑵ 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害

するおそれがあるとき。 

 ⑶ 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行

政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

 ⑷ 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。 

 （不適正な利用の禁止） 

第６条 議会は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用し

てはならない。 

 （適正な取得） 

第７条 議会は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 

 （正確性の確保） 

第８条 議会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう

努めなければならない。 

 （安全管理措置） 

第９条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために

必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

２ 前項の規定は、議会に係る個人情報の取扱いの委託（2以上の段階にわたる委託を含む。）を受けた者

が受託した業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。 

 （従事者の義務） 
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第１０条 個人情報の取扱いに従事する職員若しくは職員であった者、前条第２項の業務に従事している

者若しくは従事していた者又は議会において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者（労働者派遣

事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）第２条第２

号に規定する派遣労働者をいう。以下この条及び第５３条において同じ。）若しくは従事していた派遣

労働者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用

してはならない。 

 （漏えい等の通知） 

第１１条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態で

あって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとしてその定めるものが生じたときは、本人に対し、

その定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれ

かに該当するときは、この限りでない。 

 ⑴ 本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置

をとるとき。 

 ⑵ 当該保有個人情報に第２０条各号に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。 

 （利用及び提供の制限） 

第１２条 議会は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、

又は提供してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、議会は、議長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的

以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を

利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不

当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。 

 ⑴ 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 

 ⑵ 議会が法令の規定によりその権限に属する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用す

る場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。 

 ⑶ 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員

会、水道事業管理者、病院事業管理者若しくは消防長、市が設立した地方独立行政法人、他の地方公

共団体の機関、他の地方公共団体が設立した地方独立行政法人、法第２条第８項に規定する行政機関

又は独立行政法人等に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法

令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を

利用することについて相当の理由があるとき。 

 ⑷ 前３号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供する

とき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供す

ることについて特別の理由があるとき。 

３ 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の条例の規定の適用を妨げるものではない。 

４ 議長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以

外の目的のための議会の内部における利用を議会の事務局の特定の(課)又は職員に限るものとする。 

５ 保有特定個人情報に関しては、第２項第２号から第４号まで及び第２９条の規定は適用しないものと

し、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の

右欄に掲げる字句とする。 
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読み替えられる規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

第１２条第１項 法令に基づく場合を除

き、利用目的以外の目

的 

利用目的以外の目的 

 

自ら利用し、又は提供

してはならない 

自ら利用してはならない 

第１２条第２項 自ら利用し、又は提供

する 

自ら利用する 

第１２条第２項第１号 本人の同意があると

き、又は本人に提供す

るとき 

人の生命、身体又は財産の保護のために必要があ

る場合であって、本人の同意があり、又は本人の同

意を得ることが困難であるとき 

第３０条第２項 負担しなければならな

い 

負担しなければならない。この場合において、議長

が経済的困難その他特別の理由があると認めると

きは、手数料を減額し、又は免除することができる 

第３８条第１項第１号 又は第１２条第１項及

び第２項の規定に違反

して利用されていると

き 

第１２条第５項の規定により読み替えて適用する

同条第１項及び第２項（第１号に係る部分に限

る。）の規定に違反して利用されているとき、番号

利用法第２０条の規定に違反して収集され、若し

くは保管されているとき、又は番号利用法第２９

条の規定に違反して作成された特定個人情報ファ

イル（番号利用法第２条第９項に規定する特定個

人情報ファイルをいう。）に記録されているとき 

第３８条第１項第２号 第１２条第１項及び第

２項 

番号利用法第１９条 

 
 

 （保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求） 

第１３条 議長は、利用目的のために又は前条第２項第３号若しくは第４号の規定に基づき、保有個人情

報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供

に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏え

いの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。 

 （個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求） 

第１４条 議長は、第三者に個人関連情報を提供する場合（当該第三者が当該個人関連情報を個人情報と

して取得することが想定される場合に限る。）において、必要があると認めるときは、当該第三者に対

し、提供に係る個人関連情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、

又はその漏えいの防止その他の個人関連情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるも

のとする。 

 （仮名加工情報の取扱いに係る義務） 

第１５条 議会は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報（個人情報であるものを除く。以下この

条及び第４９条において同じ。）を第三者（当該仮名加工情報の取扱いの委託を受けた者を除く。）に

提供してはならない。 
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２ 議長は、その取り扱う仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加工情報の安全管理のために必要かつ

適切な措置を講じなければならない。 

３ 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該仮名加工情報の作成

に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、削除情報等（仮名加工情報の作成に用いられた個

人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに法第４１条第１項の規定により行われた加工の方

法に関する情報をいう。）を取得し、又は当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。 

４ 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、電話をかけ、郵便若しく

は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定する一般

信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便によ

り送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法そ

の他の情報通信の技術を利用する方法であって議長が定めるものをいう。）を用いて送信し、又は住居

を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。 

５ 前各項の規定は、議会に係る仮名加工情報の取扱いの委託（2以上の段階にわたる委託を含む。）を受

けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 

 （匿名加工情報の取扱いに係る義務） 

第１６条 議会は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工情報

の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しく

は個人識別符号若しくは法第４３条第１項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又

は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。 

２ 議会は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして議長が定める基準に従い、匿名加

工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

３ 前２項の規定は、議会に係る匿名加工情報の取扱いの委託（2以上の段階にわたる委託を含む。）を受

けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 

   第３章 個人情報ファイル 

 （個人情報ファイル簿の作成及び公表） 

第１７条 議長は、その定めるところにより、議会が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ

次に掲げる事項その他議長が定める事項を記載した帳簿（以下「個人情報ファイル簿」という。）を作

成し、公表しなければならない。 

 ⑴ 個人情報ファイルの名称 

 ⑵ 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 

 ⑶ 個人情報ファイルの利用目的 

 ⑷ 個人情報ファイルに記録される項目（以下この条において「記録項目」という。）及び本人（他の

個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第１号カにおいて同じ。）

として個人情報ファイルに記録される個人の範囲（次項第２号において「記録範囲」という。） 

 ⑸ 個人情報ファイルに記録される個人情報（以下この条において「記録情報」という。）の収集方法 

 ⑹ 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 

 ⑺ 記録情報を議会以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先 

 ⑻ 次条第１項、第３１条第１項又は第３８条第１項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在

地 

 ⑼ 第３１条第１項ただし書又は第３８条第１項ただし書に該当するときは、その旨 
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２ 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。 

 ⑴ 次に掲げる個人情報ファイル 

  ア 議会の議員若しくは議員であった者又は職員若しくは職員であった者に係る個人情報ファイルで

あって、専らその人事、議員報酬、給与又は報酬、福利厚生に関する事項その他これらに準ずる事

項を記録するもの（議長が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。） 

  イ 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル 

  ウ 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル 

  エ 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録し

た個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な

事項のみを記録するもの 

  オ 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであ

って、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの 

  カ 本人の数が議長が定める数に満たない個人情報ファイル 

  キ アからカまでに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個人情報ファイル 

 ⑵ 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録し

た個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項

の範囲内のもの 

 ⑶ 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個人情報ファイル 

３ 第１項の規定にかかわらず、議長は、記録項目の一部若しくは同項第５号若しくは第７号に掲げる事

項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、

利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれが

あると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人

情報ファイル簿に掲載しないことができる。 

   第４章 開示、訂正及び利用停止 

    第１節 開示 

 （開示請求権） 

第１８条 何人も、この条例の定めるところにより、議長に対し、議会の保有する自己を本人とする保有

個人情報の開示を請求することができる。 

２ 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人（以下この章において「代

理人」と総称する。）は、本人に代わって前項の規定による開示の請求（以下この章及び第４８条にお

いて「開示請求」という。）をすることができる。 

 （開示請求の手続） 

第１９条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面（第３項において「開示請求書」という。）を議

長に提出してしなければならない。 

 ⑴ 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所 

 ⑵ 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報

を特定するに足りる事項 

２ 前項の場合において、開示請求をする者は、議長が定めるところにより、開示請求に係る保有個人情

報の本人であること（前条第２項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本

人の代理人であること）を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 
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３ 議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者（以下「開示請求者」

という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、議長は、

開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 

 （保有個人情報の開示義務） 

第２０条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報（以

下「非開示情報」という。）が含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示

しなければならない。 

 ⑴ 開示請求者（第１８条第２項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、

当該本人をいう。次号及び第３号、次条第２項並びに第２７条第１項において同じ。）の生命、健康、

生活又は財産を害するおそれがある情報 

 ⑵ 開示請求者以外の個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、

当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別するこ

とができるもの（他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することがで

きることとなるものを含む。）若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個

人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害す

るおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

  ア 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている

情報 

  イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報 

  ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第２条第１項に規定する国家

公務員（独立行政法人通則法第２条第４項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。）、独

立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２条に規定する地方

公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。）である場合において、当該情報がその職

務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に

係る部分 

 ⑶ 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号

において「法人等」という。）に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関す

る情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示す

ることが必要であると認められる情報を除く。 

  ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する

おそれがあるもの 

  イ 議会の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人に

おける通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性

質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの 

 ⑷ 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、

検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中

立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利

益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 

 ⑸ 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報

であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は
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事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

  ア 議長が第２４条各項の決定（以下「開示決定等」という。）をする場合において、犯罪の予防、

鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ 

  イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を

困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ 

  ウ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法

人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ 

  エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 

  オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

  カ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企

業経営上の正当な利益を害するおそれ 

 （部分開示） 

第２１条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報

に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分

につき開示しなければならない。 

２ 開示請求に係る保有個人情報に前条第２号の情報（開示請求者以外の特定の個人を識別することがで

きるものに限る。）が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求

者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことによ

り、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該

部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。 

 （裁量的開示） 

第２２条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合であっても、個人の権

利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示す

ることができる。 

 （保有個人情報の存否に関する情報） 

第２３条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非

開示情報を開示することとなるときは、議長は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開

示請求を拒否することができる。 

 （開示請求に対する措置） 

第２４条 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、

開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し議長が定める事項

を書面により通知しなければならない。ただし、第５条第２号又は第３号に該当する場合における当該

利用目的については、この限りでない。 

２ 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき（前条の規定により開示請求を拒否す

るとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。）は、開示をしない旨の決定

をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

 （開示決定等の期限） 

第２５条 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただ

し、第１９条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に

算入しない。 
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２ 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定す

る期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、遅滞

なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 

 （開示決定等の期限の特例） 

第２６条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算し

て44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれが

ある場合には、前条の規定にかかわらず、議長は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分に

つき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば

足りる。この場合において、議長は、同条第１項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる

事項を書面により通知しなければならない。 

 ⑴ この条の規定を適用する旨及びその理由 

 ⑵ 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 

２ 前条の規定による開示決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がともに欠けている期間

があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。 

 （第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第２７条 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開

示請求者以外の者（以下この条、第４５条第２項第３号及び第４６条において「第三者」という。）に

関する情報が含まれているときは、議長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対

し、議長が定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を通知して、

意見書を提出する機会を与えることができる。 

２ 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第２４条第１項の決定（以下この章において「開示

決定」という。）に先立ち、当該第三者に対し、議長が定めるところにより、開示請求に係る当該第三

者に関する情報の内容その他議長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えな

ければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 

 ⑴ 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に

関する情報が第２０条第２号イ又は同条第３号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。 

 ⑵ 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第２２条の規定により開示しようとするとき。 

３ 議長は、前２項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開

示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開

示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、議長は、開示決

定後直ちに、当該意見書（第４５条において「反対意見書」という。）を提出した第三者に対し、開示

決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。 

 （開示の実施） 

第２８条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は

写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して議長

が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、議長は、当該保

有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正

当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。 

２ 議長は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなけ

ればならない。 
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３ 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、議長が定めるところにより、議長に対し、その

求める開示の実施の方法等を申し出なければならない。 

４ 前項の規定による申出は、第２４条第１項に規定する通知があった日から30日以内にしなければなら

ない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この

限りでない。 

 （他の法令による開示の実施との調整） 

第２９条 議長は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が前条第１項

本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合（開示の期間が定められている場合

にあっては、当該期間内に限る。）には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、

当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨

の定めがあるときは、この限りでない。 

２ 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第１項本文の閲覧とみなし

て、前項の規定を適用する。 

 （開示請求の手数料） 

第３０条 保有個人情報の開示に係る手数料は、無料とする。 

２ 第２８条第１項の規定により公文書の写しの交付（電磁的記録にあっては同項に規定する議長が定め

る方法を含む。）を受ける者は、議長の定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を

負担しなければならない。 

    第２節 訂正 

 （訂正請求権） 

第３１条 何人も、自己を本人とする保有個人情報（次に掲げるものに限る。第３８条第１項において同

じ。）の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該保有

個人情報の訂正（追加又は削除を含む。以下この章において同じ。）を請求することができる。ただし、

当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限り

でない。 

 ⑴ 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報 

 ⑵ 開示決定に係る保有個人情報であって、第２９条第１項の他の法令の規定により開示を受けたもの 

２ 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求（以下この章及び第４８条において「訂正請

求」という。）をすることができる。 

３ 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。 

 （訂正請求の手続） 

第３２条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面（第３項において「訂正請求書」という。）を議

長に提出してしなければならない。 

 ⑴ 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所 

 ⑵ 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項 

 ⑶ 訂正請求の趣旨及び理由 

２ 前項の場合において、訂正請求をする者は、議長が定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情

報の本人であること（前条第２項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本

人の代理人であること）を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 

３ 議長は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者（以下この章において
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「訂正請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 

 （保有個人情報の訂正義務） 

第３３条 議長は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂

正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければ

ならない。 

 （訂正請求に対する措置） 

第３４条 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に

対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

２ 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、

その旨を書面により通知しなければならない。 

 （訂正決定等の期限） 

第３５条 前条各項の決定（以下「訂正決定等」という。）は、訂正請求があった日の翌日から起算して

30日以内にしなければならない。ただし、第３２条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、

当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定す

る期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、訂正請求者に対し、遅滞

なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 

 （訂正決定等の期限の特例） 

第３６条 議長は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の

期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第１項に規定する期間内に、訂

正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

 ⑴ この条の規定を適用する旨及びその理由 

 ⑵ 訂正決定等をする期限 

２ 前条の規定による訂正決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がともに欠けている期間

があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。 

 （保有個人情報の提供先への通知） 

第３７条 議長は、第３４条第１項の決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要

があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するも

のとする。 

    第３節 利用停止 

 （利用停止請求権） 

第３８条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、

この条例の定めるところにより、議長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、

当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止（以下この章において「利用停止」という。）に

関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。 

 ⑴ 第４条第２項の規定に違反して保有されているとき、第６条の規定に違反して取り扱われていると

き、第７条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第１２条第１項及び第２項の規定に違

反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去 

 ⑵ 第１２条第１項及び第２項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止 

２ 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求（以下この章及び第４８条において「利
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用停止請求」という。）をすることができる。 

３ 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。 

 （利用停止請求の手続） 

第３９条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面（第３項において「利用停止請求書」という。）

を議長に提出してしなければならない。 

 ⑴ 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所 

 ⑵ 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事

項 

 ⑶ 利用停止請求の趣旨及び理由 

２ 前項の場合において、利用停止請求をする者は、議長が定めるところにより、利用停止請求に係る保

有個人情報の本人であること（前条第２項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る

保有個人情報の本人の代理人であること）を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 

３ 議長は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者（以下この章

において「利用停止請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 

 （保有個人情報の利用停止義務） 

第４０条 議長は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、

議会における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個

人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当

該保有個人情報の利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障

を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。 

 （利用停止請求に対する措置） 

第４１条 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用

停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

２ 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止

請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

 （利用停止決定等の期限） 

第４２条 前条各項の決定（以下「利用停止決定等」という。）は、利用停止請求があった日の翌日から

起算して30日以内にしなければならない。ただし、第３９条第３項の規定により補正を求めた場合にあ

っては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定す

る期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、利用停止請求者に対し、

遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 

 （利用停止決定等の期限の特例） 

第４３条 議長は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相

当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第１項に規定する期間

内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

 ⑴ この条の規定を適用する旨及びその理由 

 ⑵ 利用停止決定等をする期限 

２ 前条の規定による利用停止決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がともに欠けている

期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。 
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    第４節 審査請求 

 （審理員による審理手続に関する規定の適用除外） 

第４４条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係

る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第９条第１項の規定

は、適用しない。 

 （審査会への諮問） 

第４５条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係

る不作為について審査請求があったときは、議長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、松戸

市個人情報保護に関する法律施行条例（令和４年松戸市条例第  号）第１３条に規定する松戸市個人

情報保護審議会に諮問しなければならない。 

 ⑴ 審査請求が不適法であり、却下する場合 

 ⑵ 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする

場合（当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。） 

 ⑶ 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合 

 ⑷ 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする

場合 

２ 前項の規定により諮問した場合には、議長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければ

ならない。 

 ⑴ 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第１３条第４項に規定する参加人をいう。以下この項及び

次条第２号において同じ。） 

 ⑵ 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者（これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除

く。） 

 ⑶ 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者（当該第三者が審査

請求人又は参加人である場合を除く。） 

 （第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等） 

第４６条 第２７条第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。 

 ⑴ 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 

 ⑵ 審査請求に係る開示決定等（開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。）を

変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決（第三者である参加人が当該第三者に

関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。） 

   第５章 雑則 

 （適用除外） 

第４７条 保有個人情報（非開示情報を専ら記録する公文書に記録されているものに限る。）のうち、ま

だ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその

中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、第４章（第４節を除く。）の規

定の適用については、議会に保有されていないものとみなす。 

 （開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等） 

第４８条 議長は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求（以下この条において「開示請求等」という。）

をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、保有個人情報の特定

その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。 
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 （個人情報等の取扱いに関する苦情処理） 

第４９条 議長は、議会における個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報の取扱いに関する苦情の適切

かつ迅速な処理に努めなければならない。 

 （審議会への諮問） 

第５０条 議長は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に

必要であると認めるときは、松戸市個人情報保護審議会に諮問することができる。 

 （施行の状況の公表） 

第５１条 議長は、毎年度、この条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 

 （委任） 

第５２条 この条例の実施に関し必要な事項は、議長が定める。 

   第６章 罰則   

第５３条 職員若しくは職員であった者、第９条第２項若しくは第１５条第５項の委託を受けた業務に従

事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報

の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人

の秘密に属する事項が記録された第２条第５項第１号に係る個人情報ファイル（その全部又は一部を複

製し、又は加工したものを含む。）を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 

第５４条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な

利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

第５５条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事

項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処

する。 

第５６条 前３条の規定は、市の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。 

第５７条 偽りその他不正の手段により、第２４条第１項の決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者

は、10万円以下の過料に処する。 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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